
船橋競馬場内開業獣医師の募集について

※本確保対策は「千葉県競馬組合承認獣医師に関する取扱要綱」の承認獣医師の基準を満たす方、
長期的に場内で開業し続ける見込みのある方が対象です。
本確保対策の対象となる方で具体的な内容に興味のある方は以下の連絡先へご連絡ください。

連絡先： 千葉県競馬組合競走業務課管理衛生班 TEL047-431-2156

千葉県船橋競馬場では場内で開業する獣医師数が減少し、馬を日々診療する獣医師が不足しています。
そこで、令和8年度より以下の確保対策を実施します。これを活用していただくことで、一定の収入を得ながら、
徐々に顧客を広げ、開業を軌道に乗せていただくことが目的です。
（以下のうち、☆印のついたものは船橋競馬場での診療業務未経験者が対象。一人当たり最長１年間を予定。）

１ インターン補助（☆）
：一定の条件下で調教師が対象とする獣医師に診療をさせた場合に、調教師に対し補助することで、
診療機会の確保を図ります。

２ 診療補助（☆）
：競馬場の運営に必要な以下の業務に協力してただくことで、収入をサポートします。

船橋競馬場内への入厩馬の馬体検査、定期外のワクチン接種業務 等
３ 獣医師会代替業務

：獣医師同士及び関係各会への橋渡し役となる他、ワクチン接種業務及びその事務手続き、場内消毒等を
行っていただきます（ワクチン接種料は別途）。

【確保対策の概要】


